
※提出後、市長部局の契約担当課と上下水道局の契約担当課で情報の共有を行う。 ※提出後、市長部局の契約担当課と上下水道局の契約担当課で情報の共有を行う。

契約担当課

工事現場①（A課発注）を受注

受注者

＊兼任する工事がないときは作成不要。

契約担当課

工事現場③（C課発注）を受注

受注者

A課　工事監督員 B課　工事監督員

契約担当課

工事現場③（B課発注）を受注

受注者

＊兼任する工事がないときは作成不要。

工事現場②（A課発注）を受注

受注者

A課　工事監督員 A課　工事監督員

　現場代理人等兼任申請フロー図

受注者

A課　工事監督員 A課　工事監督員 B課　工事監督員

A課　工事監督員 B課　工事監督員

契約担当課

受注者

工事現場②（B課発注）を受注

【◆例１】同一発注課の工事がない場合 【◆例２】同一発注課の工事がある場合

C課　工事監督員

工事現場①（A課発注）を受注

兼任申請の提出

（⇒A課に提出）

・本件工事→①

・兼任となる他の工事→②

兼任申請の提出

（⇒B課に提出）

・本件工事→②

・兼任となる他の工事→①

兼任申請の提出《再提出》

（⇒A課に提出）

・本件工事→①

・兼任となる他の工事→②③

兼任申請の提出《再提出》

（⇒B課に提出）

・本件工事→②

・兼任となる他の工事→①③

兼任届の提出

（⇒C課に提出）

・本件工事→③

・兼任となる他の工事→①②

兼任申請

（写）を提出

兼任申請

（写）を提出

兼任申請

（写）を提出

兼任申請

（写）を提出

兼任申請

（写）を提出

兼任申請の提出

（⇒A課に提出）

・本件工事→①

・兼任となる他の工事→②

兼任申請の提出

（⇒A課に提出）

・本件工事→②

・兼任となる他の工事→①

兼任申請の提出《再提出》

（⇒A課に提出）

・本件工事→①

・兼任となる他の工事→②③

兼任申請の提出《再提出》

（⇒A課に提出）

・本件工事→②

・兼任となる他の工事→①③

兼任届の提出

（⇒B課に提出）

・本件工事→③

・兼任となる他の工事→①②

兼任申請

（写）を提出

兼任申請

（写）を提出

兼任申請

（写）を提出

兼任申請

（写）を提出

兼任申請

（写）を提出

省略可能

同一発注課の工事を兼任する場

合、左記の例により１つの兼任

申請を提出することで、他の工

事の兼任申請書を省略できる。

省略可能

省略可能

省略可能


